
浜松市公告第６８３号 

 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による変更の届

出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告する。当該届出及びその添付書類は、この公告の日から４月間浜松市商工部商業政策

課において縦覧に供する。 

     

平成２２年８月５日 

                            

浜松市長 鈴 木 康 友  

  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

     カインズモール浜松都田テクノ 

     浜松市北区新都田三丁目１０１番地１、１０１番地２ 

  

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表

者の氏名 

        株式会社カインズ  群馬県高崎市高関町３８０番地  代表取締役 土屋裕雅 

  

３ 変更事項 

・駐車場の位置及び収容台数 

（変更前） 

位置 収容台数（台） 

本体敷地 １，０５３台 

本体敷地（屋上）（カインズ棟・ベイシア棟） ５８５台 

合計 １，６３８台 

（変更後） 

位置 収容台数（台） 

本体敷地 ６３２台 

本体敷地（屋上）（カインズ棟） ３１８台 

本体敷地（屋上）（ベイシア棟） １４６台 

合計 １，０９６台 

 

 

 

 



・駐輪場の位置及び収容台数 

（変更前） 

位置 収容台数（台） 

本体敷地 駐輪場① ８９台 

本体敷地 駐輪場② ３５台 

本体敷地 駐輪場③ ４０台 

本体敷地 駐輪場④ ６７台 

合計 ２３１台 

（変更後） 

位置 収容台数（台） 

本体敷地 駐輪場① ２９台 

本体敷地 駐輪場② １６台 

本体敷地 駐輪場③ ４０台 

本体敷地 駐輪場④ ６７台 

合計 １５２台 

 

４ 変更年月日 

     平成２３年３月３０日 

  

５ 届出年月日 

     平成２２年７月２９日 


